
様式第２号（第４条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称 文化会館利用許可等申請簿 

行 政 機 関 等 の 名 称 市長 

個人情報ファイルが利用に供される

事 務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 
交流共創部観光文化振興課 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的 文化会館の施設利用状況を管理する 

記 録 項 目 １氏名、２住所、３電話番号 

記 録 範 囲 文化会館施設利用者 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人から提出された利用許可申請書等 

要配慮個人情報が含まれるときはそ

の 旨 
－ 

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及

び 所 在 地 

（名 称）西尾市交流共創部観光文化振興課 

（所在地）〒445-8501 西尾市寄住町下田２２番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規 定 に よ る 特 別 の 手 続 等 
－ 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨 
－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受

け る 組 織 の 名 称 及 び 所 在 地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び 所 在 地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情報が含

ま れ て い る と き は そ の 旨 
無し 

備       考 
 

 


様式第２号（第４条関係）

個人情報ファイル簿（単票）

		個人情報ファイルの名称

		文化会館利用許可等申請簿



		行政機関等の名称

		市長



		個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

		交流共創部観光文化振興課



		個人情報ファイルの利用目的

		文化会館の施設利用状況を管理する



		記録項目

		１氏名、２住所、３電話番号



		記録範囲

		文化会館施設利用者



		記録情報の収集方法

		本人から提出された利用許可申請書等



		要配慮個人情報が含まれるときはその旨

		－



		記録情報の経常的提供先

		－



		[bookmark: OLE_LINK8]開示請求等を受理する組織の名称及び所在地

		[bookmark: _GoBack]（名　称）西尾市交流共創部観光文化振興課



		

		（所在地）〒445-8501　西尾市寄住町下田２２番地



		訂正及び利用停止に関する他の法令の規定による特別の手続等

		－



		個人情報ファイルの種別

		■法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）

		□法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）



		

		政令第21条第７項に該当するファイル　■有　□無

		



		行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルである旨

		－



		行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称及び所在地

		－



		行政機関等匿名加工情報の概要

		－



		作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を受ける組織の名称及び所在地

		－



		作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案をすることができる期間

		－



		記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときはその旨

		無し



		備　　　　　　考

		







ファイル簿01　文化会館利用許可等申請簿（観光文化振興課）.docx



様式第２号（第４条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称 文化芸術育成団体等登録申請簿 

行 政 機 関 等 の 名 称 市長 

個人情報ファイルが利用に供される

事 務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 
交流共創部観光文化振興課 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的 文化芸術育成団体等登録申請書を管理する 

記 録 項 目 １氏名、２住所 

記 録 範 囲 文化芸術育成団体等登録申請者 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人から提出された登録申請書等 

要配慮個人情報が含まれるときはそ

の 旨 
－ 

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及

び 所 在 地 

（名 称）西尾市交流共創部観光文化振興課 

（所在地）〒445-8501 西尾市寄住町下田２２番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規 定 に よ る 特 別 の 手 続 等 
－ 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨 
－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受

け る 組 織 の 名 称 及 び 所 在 地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び 所 在 地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情報が含

ま れ て い る と き は そ の 旨 
無し 

備       考 
 

 


様式第２号（第４条関係）

個人情報ファイル簿（単票）

		個人情報ファイルの名称

		文化芸術育成団体等登録申請簿



		行政機関等の名称

		市長



		個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

		交流共創部観光文化振興課



		個人情報ファイルの利用目的

		文化芸術育成団体等登録申請書を管理する



		記録項目

		１氏名、２住所



		記録範囲

		文化芸術育成団体等登録申請者



		記録情報の収集方法

		本人から提出された登録申請書等



		要配慮個人情報が含まれるときはその旨

		－



		記録情報の経常的提供先

		－



		[bookmark: OLE_LINK8]開示請求等を受理する組織の名称及び所在地

		[bookmark: _GoBack]（名　称）西尾市交流共創部観光文化振興課



		

		（所在地）〒445-8501　西尾市寄住町下田２２番地



		訂正及び利用停止に関する他の法令の規定による特別の手続等

		－



		個人情報ファイルの種別

		■法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）

		□法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）



		

		政令第21条第７項に該当するファイル　■有　□無

		



		行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルである旨

		－



		行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称及び所在地

		－



		行政機関等匿名加工情報の概要

		－



		作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を受ける組織の名称及び所在地

		－



		作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案をすることができる期間

		－



		記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときはその旨

		無し



		備　　　　　　考

		







ファイル簿02　文化芸術育成団体等登録申請簿（観光文化振興課）.docx



様式第２号（第４条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称 文化交流センター利用許可等申請簿 

行 政 機 関 等 の 名 称 市長 

個人情報ファイルが利用に供される

事 務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 
交流共創部観光文化振興課 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的 文化交流センターの施設利用状況を管理する 

記 録 項 目 １氏名、２住所、３電話番号 

記 録 範 囲 文化交流センター施設利用者 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人から提出された利用許可申請書等 

要配慮個人情報が含まれるときはそ

の 旨 
－ 

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及

び 所 在 地 

（名 称）西尾市交流共創部観光文化振興課 

（所在地）〒445-8501 西尾市寄住町下田２２番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規 定 に よ る 特 別 の 手 続 等 
－ 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨 
－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受

け る 組 織 の 名 称 及 び 所 在 地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び 所 在 地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情報が含

ま れ て い る と き は そ の 旨 
無し 

備       考 
 

 


様式第２号（第４条関係）

個人情報ファイル簿（単票）

		個人情報ファイルの名称

		文化交流センター利用許可等申請簿



		行政機関等の名称

		市長



		個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

		交流共創部観光文化振興課



		個人情報ファイルの利用目的

		文化交流センターの施設利用状況を管理する



		記録項目

		１氏名、２住所、３電話番号



		記録範囲

		[bookmark: _GoBack]文化交流センター施設利用者



		記録情報の収集方法

		本人から提出された利用許可申請書等



		要配慮個人情報が含まれるときはその旨

		－



		記録情報の経常的提供先

		－



		[bookmark: OLE_LINK8]開示請求等を受理する組織の名称及び所在地

		（名　称）西尾市交流共創部観光文化振興課



		

		（所在地）〒445-8501　西尾市寄住町下田２２番地



		訂正及び利用停止に関する他の法令の規定による特別の手続等

		－



		個人情報ファイルの種別

		■法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）

		□法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）



		

		政令第21条第７項に該当するファイル　■有　□無

		



		行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルである旨

		－



		行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称及び所在地

		－



		行政機関等匿名加工情報の概要

		－



		作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を受ける組織の名称及び所在地

		－



		作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案をすることができる期間

		－



		記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときはその旨

		無し



		備　　　　　　考

		







新規　ファイル簿03　文化交流センター利用許可等申請簿（観光文化振興課）.docx
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